
○
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
災
害
復
旧
費
実
地
調
査
要
領 

昭
五
九
・
九
・
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蔵
計
二
一
五
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最
終
改
正 

令
六
・
四
・
一 

財
計
第
一
六
四
六
号 

第
一 

調
査
の
目
的 

こ
の
調
査
は
、
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
、
適
正
な
事
業
費
を
算
出
し
、
予
備
費
使
用
額
等
の
算
定
の
資
料
と
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

第
二 

調
査
の
方
法 

（
１
）
主
務
省
の
調
査
に
対
し
て
財
務
局
（
福
岡
財
務
支
局
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
が
立
会
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
２
）
調
査
は
、
原
則
と
し
て
実
地
に
て
行
う
も
の
と
す
る
が
、
申
請
額
（
社
会
福
祉
施
設
等
（
調
査
要
領
別
表
１
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
は
建
物
及
び
建
物
以
外
の
工

作
物
を
合
計
し
た
額
）
が
二
〇
〇
万
円
未
満
の
箇
所
又
は
止
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
実
地
調
査
が
困
難
で
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
現
地
福
祉
事
務
所
等
に
お
い
て
机
上
に
て
調

査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
写
真
、
設
計
書
等
に
よ
り
被
災
の
事
実
、
被
災
の
程
度
等
を
十
分
に
検
討
の
う
え
慎
重
に
採
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三 

調
査
の
対
象 

  

（
１
）
調
査
の
対
象
は
暴
風
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
別
表
１
の
施
設
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、
建
物
、
建
物
以
外
の
工
作
物
、

土
地
、
設
備
に
係
る
復
旧
及
び
災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
と
す
る
。 

（
２
）
土
地
が
施
設
整
備
の
補
助
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設
に
あ
っ
て
は
、
土
地
は
調
査
対
象
外
と
す
る
。 

（
３
）
工
作
物
が
施
設
整
備
の
補
助
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設
に
あ
っ
て
は
、
工
作
物
は
調
査
対
象
外
と
す
る
。 

（
４
）
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。 

ア 

医
療
機
関
施
設
及
び
医
療
関
係
者
養
成
所
施
設 

（
ア
）
医
療
機
関
施
設
の
建
物
と
一
体
と
し
て
復
旧
を
行
う
必
要
の
あ
る
医
療
用
設
備 

建
物
と
同
時
に
設
備
が
被
災
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
物
と
一
体
と
し
て
復
旧
を
行
う
必
要
の
あ
る
医
療
用
設
備
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。 

Ａ  

設
置
に
当
た
り
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
放
射
線
発
生
装
置
で
あ
っ
て
、
建
物
と
機
能
的
に
一
体
で
あ
る

も
の
で
、
リ
ニ
ア
ッ
ク
、
ベ
ー
タ
ト
ロ
ン
、
コ
バ
ル
ト
６
０
照
射
装
置
及
び
こ
れ
ら
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の 

Ｂ  

設
置
に
当
た
り
、
専
用
の
施
設
を
必
要
と
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
で
あ
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
り
画
像
処
理
す
る
も
の
で
、
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
（
全
身
用
、
頭
部

用
）
及
び
こ
れ
ら
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の 



Ｃ 

設
置
に
当
た
り
、
専
用
の
施
設
を
必
要
と
す
る
Ｍ
Ｒ
（
核
磁
気
共
鳴
）
を
利
用
す
る
画
像
診
断
装
置 

Ｄ 

そ
の
他
当
該
建
物
と
一
体
と
し
て
復
旧
を
行
う
必
要
の
あ
る
医
療
用
設
備 

（
イ
）
医
療
機
関
施
設
の
医
療
機
器
（
激
甚
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
に
限
る
。
） 

（
ウ
）
医
療
関
係
者
養
成
所
施
設
の
教
材
等
（
激
甚
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
に
限
る
。） 

イ 

廃
棄
物
処
理
施
設 

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
備
に
あ
っ
て
は
、
別
表
１
に
定
め
る
施
設
の
設
備
（
当
該
施
設
の
所
有
に
係
る
も
の
で
、
当
該
施
設
の
業
務
の
遂
行
上
必
要
な
も
の
を
い
う
。
）
と
す
る
。 

 

（
５
）
第
一
項
の
「
異
常
な
天
然
現
象
」
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
災
害
復
旧
事
業
採
択
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
査
定
方
針
（
昭
和
三
二
年
七
月
一
五
日
付

建
河
発
第
三
五
一
号
）
第
二
（
災
害
原
因
の
調
査
）
及
び
第
三
（
採
択
の
範
囲
等
）
の
第
一
項
に
準
じ
て
取
り
扱
う
。 

第
四 

一
箇
所
の
定
義 

 

（
１
）
各
施
設
ご
と
に
同
一
敷
地
内
及
び
機
能
的
に
同
一
敷
地
内
と
み
な
さ
れ
る
位
置
に
所
在
す
る
も
の
を
一
箇
所
と
し
て
取
扱
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
２
）
国
立
公
園
等
施
設
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
位
置
に
所
在
す
る
箇
所
は
別
箇
所
と
す
る
。
な
お
標
識
に
つ
い
て
は
道
路
の
被
害
延
長
外
の
も
の
は
別
箇

所
と
す
る
。 

第
五 

適
用
除
外 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
適
用
除
外
と
す
る
。 

（
１
）
一
箇
所
の
調
査
額
が
別
表
１
の
限
度
額
未
満
の
も
の
。 

（
２
）
明
ら
か
に
設
計
の
不
備
又
は
工
事
施
行
の
粗
漏
に
基
因
し
て
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の
。 

（
３
）
著
し
く
維
持
管
理
の
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
基
因
し
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の
。 

（
４
）
緊
急
に
復
旧
し
な
け
れ
ば
執
務
上
著
し
く
支
障
が
あ
る
と
認
め
難
い
も
の
。 

イ 

被
災
し
た
建
物
、
建
物
以
外
の
工
作
物
又
は
設
備
と
同
種
の
も
の
に
余
裕
の
あ
る
も
の
。 

ロ 

当
該
年
度
に
整
備
計
画
の
あ
る
も
の
。 

ハ  

建
物
の
補
修
の
必
要
性
は
あ
る
が
緊
急
性
に
乏
し
い
も
の
。 

 

（
５
）
工
作
物
及
び
土
地
で
、
当
該
施
設
を
復
旧
し
な
く
て
も
、
他
の
施
設
等
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
又
は
業
務
上
、
治
安
上
放
置
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

も
の
。 

（
６
）
調
査
前
着
工
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
写
真
等
の
資
料
に
よ
り
被
災
の
事
実
の
確
認
で
き
な
い
も
の
。 

（
７
）
一
品
目
の
復
旧
額
が
「
医
療
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
の
別
表
の
施
設
区
分
ご
と
に
定
め
る
対
象
経
費
未
満
の
医
療
機
関
施
設
の
医
療
機
器
及
び
医
療
関
係
者
養



成
所
施
設
の
教
材
等
。 

第
六 
諸
経
費
率 

本
調
査
の
対
象
と
な
る
復
旧
事
業
に
か
か
る
諸
経
費
率
は
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
別
表
２
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
個
別
協
議
に
よ
り
諸

経
費
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七 

復
旧
費
の
算
出
等 

医
療
機
関
施
設
の
う
ち
政
策
医
療
実
施
機
関
施
設
（
公
的
医
療
機
関
施
設
を
除
く
）
、
研
修
施
設
、
看
護
師
宿
舎
及
び
救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
の
復
旧
に
要
す
る
経
費
は
、
復
旧 

 
 
 
 

  
 

調
査
額
又
は
基
準
額
（
「
医
療
施
設
等
災
害
復
旧
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」（
平
成
七
年
厚
生
省
発
健
政
第
二
二
号
）
の
別
表
の
基
準
額
を
い
う
。）
の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
八 

そ
の
他 

調
査
に
当
た
り
、
本
要
領
に
規
定
の
な
い
事
項
は
、
官
庁
建
物
等
災
害
復
旧
実
地
調
査
要
領
の
取
扱
い
に
準
じ
て
処
理
す
る
。 

第
九 

報
告 

調
査
終
了
後
一
週
間
以
内
に
本
省
あ
て
別
紙
様
式
１
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
別
紙
様
式
２
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。 

（
１
）
主
務
省
と
財
務
局
と
の
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
。 

（
２
）
調
査
額
が
、
一
億
円
以
上
の
場
合
。 



様式１

(　　県) （単位：千円）

面積 工事費 面積 工事費 面積 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 面積 工事費 面積 工事費 面積 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注） １．

２．

３．

（※１）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第３条第１項

【参考】

○前の災害と新たな災害の発生年が異なる場合・・・内未成

○前の災害と新たな災害の発生年が同一の場合・・・内転属

●前災が未着手の場合（図①）

・決定工事費（図①（A））･･･申請欄　合計（J）、調査結果欄　合計（U）

・前災決定工事費（図①（B））・・・申請欄　内未成・内転属（K）、調査結果欄　内未成・内転属（V）

・新たな災害による必要工事費（図①（C））・・・申請欄　差引額（J-K）、調査結果欄　差引額（UーV）

●前災が工事中の場合（図②）

・決定工事費（図②（A））･･･申請欄　合計（J）、調査結果欄　合計（U）

・未施行額（図②（E））・・・申請欄　内未成・内転属（K）、調査結果欄　内未成・内転属（V）

・新たな災害による必要工事費（図②（C））＋手戻り額（図②（F））・・・申請欄　差引額（J-K）、調査結果欄　差引額（UーV）

施
設
名

計

　調査要領別表１の施設名等に掲げる施設ごとに記入する。なお、限度額欄において、「別に定めるそれぞれの施設ごと」となっているものは、別に定めるそれぞれの施設ごとに記入するものとする。

  別紙様式２について作成を要しないものは本書とし、また、別紙様式２の作成を要するもの（要領第９ただし書に該当するもの）は上段（　）書とし、外数で記入する。計欄についても同様の取り扱いとする。

　災害査定が完了し工事費が決定された箇所にあって、復旧工事が完了しない間に同箇所が再度災害復旧事業の対象となる災害を受け、災害が拡大した場合は、前の災害の未着手又は未施行の工事は、新たに生じた災害による災害復旧事業にあわせて一の災害復旧事業として施行する。（※１）

差引額
（UーV）全　壊

Ａ
半　壊

Ｂ

小　計
（Ａ＋Ｂ）

Ｃ

全　壊
L

半　壊
M

小　計
（L＋M）

N

土地

Q

小計
（N＋O＋P＋Q）

R

差引額
（JーK）

建　　　　　　　物

建物
補修

O

工作物

P

（※２）災害査定官申合事項第１・九（増破等の取扱について）
　新たな被災部分を復旧するに要する費用が都道府県（指定市を含む。以下同じ。）に係るものにあつては百二十万円未満、市（指定市を除く。）町村に係るものにあつては六十万円未満の場合には前災処理とし、その他の場合には公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第三条の規定により処理する。

　この場合、未着手又は未施行の工事は、その発生年により次のように区分する。ただし、新たな被災部分を復旧するに要する費用が限度額未満の場合には、前災処理（設計変更）となる。（※２）

項目
申　　　　　　　　　　　　　　　　請 調　　　　　　査　　　　　　結　　　　　　果

建　　　　　　　物

建物
補修

Ｄ

工作物

Ｅ

土地

Ｆ

小計
（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）

Ｇ

設備

Ｈ

災害等廃
棄物処理

事業
Ｉ

設備

S

災害等廃
棄物処理

事業
T

合計
(R＋S＋T)

U

内未成
・

内転属

V

合計
(Ｇ＋Ｈ＋Ｉ)

J

内未成
・

内転属

K

省所管補助施設災害復旧費実地調査報告書

令和　年　月　日

調査官　

　　省

財務省

行



様式２

都道府県名 局

※ ※

１． 　施設区分欄は、建物、工作物、土地、設備の別を記載すること。

２． 　調査結果欄には、資料又は調査不十分のため積算不能の場合は記載する必要はない。

３． 　内未成・内転属がある場合は、申請及び調査結果の金額欄にその金額を記載すること。

４． 　問題点に対して主務省及び財務局の意見をそれぞれ順序を配列して対比記載すること。

５． 　※欄は空欄にすること。

　　省所管補助施設災害復旧費実地調査報告書

令和　年　月　日

設置者名 施　設　名 施　設　の　所　在　地

問
 

題
 

点
施設区分

工　　事　　概　　要 金額（千円）

申
　
請

合計

主
務
省

意
　
見

内未成・内転属 

差引額 0

合計

調
査
結
果

合計

内未成・内転属 

差引額 0

財
務
局

意
　
見

内未成・内転属 

差引額 0

（注）


